
令和２年　４月１９日

浜野町内会員　各位

浜野町内会長　　　秋葉　　 武

表記につき、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、春季の[町内会活動の一部

自粛並びに延期」について、４月１８日の役員会で決議しましたので、下記のとおり

連絡致します。

記

１． 自粛（中止）する事業活動

①第２回町会長会議　（当初は５月３０日開催予定）

第１回町会長会議（当初は４月２５日開催予定）は、５月１６日に区単位

の少人数で開催し、第１回と第２回の議題をまとめて行ないます。

②春季の町内会一斉清掃　（当初は６月７日開催予定）

★中央区地域振興課より「本年は千葉市一斉の取組みは行わない」

との連絡があり、自粛することと致しました。

尚、各町会で数か所“草刈りや排水溝清掃などを行なう必要がある”場合、

行政各所（土木事務所・環境事業所・公園緑地事務所・下水道維持課）

に対して、要望書により作業を依頼する事と致します。

★通常時でも依頼後２ヶ月程度かかりますので（今はプラス数週間？）、

６月を待たず、すぐにでも手続きしてください。

＜町会長→区長→副町内会長→町内会長→行政＞

③春季の合同防犯パトロール　（当初は６月中旬開催予定）

２．延期する事業活動

 中央警察署による「防犯講話会」（当初は６月中旬開催予定）

１２月開催へ向け関係各所と調整し、今秋の町会長会議であらためて

審議致します。

以上

「町内会活動の一部自粛、並びに延期」について

　＝　浜　野　町　内　会　＝
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